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本邦における不法残留者数について 
(平成１９年１月１日現在) 

 
 

平 成 １ ９ 年 ２ 月 
法務省入国管理局 

 
 
 平成１９年１月１日現在の本邦における不法残留者数は１７万０，８３９
人であり，前回調査時（平成１８年１月１日現在）に比べ２万２，９０６人
（１１．８％）減少している。 
 これは，「安全・安心な社会を取り戻すという治安対策の観点から，平成
１６年からの５年間で，不法滞在者を半減させる。」との政府目標に沿って
実施している在外公館での査証発給審査及び水際における入国審査の厳格
な対応，関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の積極的な摘発，
不法就労防止に関する積極的な広報など，総合的な不法滞在外国人対策の効
果によるものと思われ，平成１６年からの３年間で４万８，５７９人減少し，
平成１８年における不法残留者減少数は２万２，９０６人と過去最高を記録
した。 
 
（注）本資料に示された不法残留者数は，外国人の入国記録及び出国記録に加えて，退

去強制手続に関する情報などを加味し，電算上のデータの中から在留期間を経過し

ているものを抽出の上，算出したものである。 

 
１ 不法残留者総数及び性別とその推移  －第１表－ 

平成１９年１月１日現在の不法残留者総数は１７万０，８３９人で，前
回調査時（１９万３，７４５人）に比べ２万２，９０６人（１１．８％）
減少している。これを男女別に見ると，男性は８万６，８８５人（構成比
５０．９％），女性は８万３，９５４人（構成比４９．１％）と男性が２，
９３１人多い。なお，男性は，前回調査時に比べ 1 万３，６７７人（１３．
６％）減少し，女性は９，２２９人（９．９％）減少した。 

 
２ 国籍（出身地）別不法残留者数  －第１～２表，第１～２図－ 

国籍（出身地）別に見ると，不法残留者が多いものは次のとおりである。 
 
① 韓 国  ３６，３２１人  〈構成比 ２１．３％〉 
② フ ィ リ ピ ン  ２８，４９１人  〈 〃  １６．７％〉 
③ 中 国  ２７，６９８人  〈 〃  １６．２％〉 
④ タ イ   ８，４６０人  〈 〃   ５．０％〉 
⑤ マ レ ー シ ア   ６，３９７人  〈 〃   ３．７％〉 
⑥ インドネシア   ６，３５４人  〈 〃   ３．７％〉 
⑦ 中国（台湾）   ６，３４７人  〈 〃   ３．７％〉 
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⑧ ペ ル ー   ５，２８３人  〈 〃   ３．１％〉 
⑨ ス リ ラ ン カ   ４，０４２人  〈 〃   ２．４％〉 
⑩ ベ ト ナ ム   ３，９５９人  〈 〃   ２．３％〉 
  そ の 他  ３７，４８７人  〈 〃  ２１．９％〉 

     計   １７０，８３９人 
 
フィリピンは，２万８，４９１人で２，２８６人（７．４％）減少し，

昨年増加から減少に転じたが，減少数で韓国３，８８２人，中国（本）
３，３７６人に次ぐ結果となり，平成１５年以来４年ぶりに国籍（出身
地）別総数で中国（本）と入れ替わり第２位となった。また，上位１０
カ国の不法残留者数は全て減少を示している。 

 
 
３ 在留資格別不法残留者数とその推移  －第３表－ 

不法残留者を不法残留となった時点での在留資格別に見ると，次のとお
りである。 
 
「短期滞在」  １１７，２８９人   〈構成比 ６８．７％〉 
「 興  行 」    ８，１６２人   〈 〃   ４．８％〉 
「 留  学 」    ７，４４８人   〈 〃   ４．４％〉 
「 就  学 」    ５，２８１人   〈 〃   ３．１％〉 
「 研  修 」    ３，３３３人   〈 〃   ２．０％〉 
そ の 他   ２９，３２６人   〈  〃   １７．２％〉 

    計    １７０，８３９人 
 

前回調査時に比べ，「短期滞在」は 1 万７，０８５人（１２．７％），「興
行」は１，８９０人（１８．８％），「留学」は１８０人（２．４％），「就
学」は２，０２６人（２７．７％），「研修」は６０人（１．８％）それぞ
れ減少している。 

 

（注） 各項目における構成比（％）は表示桁未満を四捨五入してあるため，合計が必

ずしも１００．０％となっていない。 

 

 本件問い合わせ先 

  法務省入国管理局総務課出入国情報管理室  

      君塚（TEL 03-3580-4111 内線 2785） 

      澤田（TEL 03-3580-4111 内線 2792） 

 



【第１表】          平成１９年　２月
         法務省入国管理局

 国籍（出身地） 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年
１月１日現在 １月１日現在 １月１日現在 １月１日現在 １月１日現在 平成1８年１月１日現在

に対する増減率（％）

　総　　数 220,552 219,418 207,299 193,745 170,839 -11.8 
男 115,114 113,066 106,279 100,562 86,885 -13.6 

女 105,438 106,352 101,020 93,183 83,954 -9.9 

　韓　　国 49,874 46,425 43,151 40,203 36,321 -9.7 
男 18,482 16,812 15,370 14,566 12,957 -11.0 
女 31,392 29,613 27,781 25,637 23,364 -8.9 

　フィリピン 30,100 31,428 30,619 30,777 28,491 -7.4 
男 10,241 10,471 10,245 10,612 9,323 -12.1 

女 19,859 20,957 20,374 20,165 19,168 -4.9 
　中　　国 29,676 33,522 32,683 31,074 27,698 -10.9 

男 16,449 18,075 17,845 17,287 15,656 -9.4 
女 13,227 15,447 14,838 13,787 12,042 -12.7 

　タ　　イ 15,693 14,334 12,787 10,352 8,460 -18.3 
男 7,307 6,148 5,274 4,188 3,146 -24.9 
女 8,386 8,186 7,513 6,164 5,314 -13.8 

　マレーシア 9,442 8,476 7,431 6,822 6,397 -6.2 
男 4,803 4,083 3,333 2,913 2,610 -10.4 

女 4,639 4,393 4,098 3,909 3,787 -3.1 

  インドネシア 6,546 7,246 7,169 6,926 6,354 -8.3 
男 4,740 5,257 5,171 4,961 4,536 -8.6 

女 1,806 1,989 1,998 1,965 1,818 -7.5 

　中国（台湾） 9,126 7,611 6,760 6,696 6,347 -5.2 
男 4,368 3,779 3,422 3,384 3,264 -3.5 

女 4,758 3,832 3,338 3,312 3,083 -6.9 

　ペ　ル　ー 7,322 7,230 6,624 5,997 5,283 -11.9 
男 4,992 4,699 4,308 3,981 3,442 -13.5 

女 2,330 2,531 2,316 2,016 1,841 -8.7 

　スリランカ 3,909 4,242 4,209 4,590 4,042 -11.9 

男 3,402 3,684 3,652 4,030 3,565 -11.5 
女 507 558 557 560 477 -14.8 

　ベトナム 2,697 3,582 3,916 4,071 3,959 -2.8 
男 1,510 1,990 2,205 2,274 2,331 2.5

女 1,187 1,592 1,711 1,797 1,628 -9.4 

　そ　の　他 56,167 55,322 51,950 46,237 37,487 -18.9 
男 38,820 38,068 35,454 32,366 26,055 -19.5 

女 17,347 17,254 16,496 13,871 11,432 -17.6 




